
　
８
月
16
日
か
ら
９
月
１
日
ま
で
の

暴
風
雨
や
豪
雨
に
伴
っ
て
経
済
上
の

理
由
に
よ
り
休
業
な
ど
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
事
業
主
に
対
し
て
、
特
例
と

し
て
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
要

件
の
緩
和
と
遡
及
適
用
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
北
海
道
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

�

（
☎
㉒
８
６
８
９
）

　
北
海
道
の
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ

ま
し
た
。
最
低
賃
金
は
、
特
定
の
産

業
を
除
く
、
道
内
で
事
業
を
営
む
使

用
者
と
そ
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

改
定
後
最
低
賃
金
　
786
円
（
時
間
額
）

効
力
発
生
日
　
10
月
１
日
㈯

問�

い
合
わ
せ
　
室
蘭
労
働
基
準
監
督

署
（
☎
㉓
６
１
３
１
）

　
平
成
29
年
１
月
１
日
㈰
か
ら
、
65

　
６
月
上
旬
に
、
５
千
人
の
方
に
郵

送
で
調
査
票
を
送
っ
て
ご
回
答
い
た

だ
い
た
『
ま
ち
づ
く
り
意
識
調
査
』

の
結
果
報
告
書
を
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
る
ほ
か
、
市
役
所

や
各
支
所
、
市
民
会
館
、
市
立
図
書

館
、
市
立
図
書
館
ア
ー
ニ
ス
分
館
、

し
ん
た
21
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に

備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
企
画
調
整
Ｇ

�

（
☎
�
６
５
８
６
）

雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例

北
海
道
の
最
低
賃
金

雇
用
保
険
の
適
用
拡
大

『
ま
ち
づ
く
り
意
識
調
査
』

の
結
果
を
公
表
し
ま
す

は
、
地
域
の
方
の
気
づ
き
が
大
切
で

す
。
「
も
し
か
し
た
ら
」
と
感
じ
た

ら
、
す
ぐ
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
連
絡
し
た
内
容
が
間
違
っ
て
い
て

も
責
任
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
し
、
連
絡

し
た
方
の
情
報
が
漏
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問�
い
合
わ
せ
　
子
育
て
Ｇ
（
☎
�
６

６
７
７
）
、
室
蘭
児
童
相
談
所

（
☎
㊹
４
１
５
２
）

期
間
　
11
月
～
12
月
末

内�

容
　
ス
ト
ー
ブ
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
の

使
用
状
況
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

　
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

の
設
置
状
況
、
た
ば
こ
な
ど
の
火

気
や
電
気
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

点
検
し
、
火
災
予
防
を
呼
び
か
け

る
問
い
合
わ
せ
　
消
防
署
警
備
Ｇ

�

（
☎
�
２
５
５
１
）

単
身
高
齢
者
世
帯
へ
の

防
火
訪
問
を
行
い
ま
す

11
月
は
『
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
』
で
す

問
い
合
わ
せ
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

�

（
☎
�
１
８
５
５
）

歳
以
上
の
労
働
者
も
、
『
高
年
齢
被

保
険
者
』
と
し
て
雇
用
保
険
の
適
用

対
象
と
な
り
ま
す
。
適
用
要
件
を
満

た
す
と
、
育
児
休
業
給
付
金
や
介
護

休
業
給
付
金
、
教
育
訓
練
給
付
金
の

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

�

（
☎
㉒
８
６
８
９
）

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、人権擁護に関わる活
動を行っている『あなたの街の相談パートナー』です。家庭内のも
めごとや隣近所でのトラブルなど日常生活のさまざまな問題の相談
をお受けしています。
　相談には難しい手続きもなく、無料です。秘密は厳守しますので、
困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。
▶市の人権擁護委員

人権擁護委員を紹介します

氏　名 住　所 電話番号
森口　　達（もりぐち　さとる） 鷲別町 ☎８６－７１４９
渋谷　隆芳（しぶや　りゅうほう） 登別温泉町 ☎８４－２３５９
髙橋　敏夫（たかはし　としお） 中央町 ☎８５－３５６２
中山　晃一（なかやま　こういち） 新生町 ☎８６－３１９０
永井　延和（ながい　のぶかず） 片倉町 ☎８５－７６８９
粂井　孝子（くめい　こうこ） 緑町 ☎８５－９６２０
畠山　基子（はたけやま　もとこ） 登別本町 ☎８３－０２３４
白戸　邦昭（しらと　くにあき） 若草町 ☎８６－２３２８

▶問い合わせ　市民サービスグループ（☎�２１３９）

20� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


